
県民の皆さまへ（5月26日）

　１　他県との往来について

　

　２　イベント等の開催　　　段階的に緩和（別紙参照）

　３　県内の店舗で営業を行う際の、適切な感染防止策の実施
　　　　※「３密」の回避、マスクの着用等の「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」等の実践

　４　「新しい生活様式」　等の実践、在宅勤務（テレワーク）や時差出勤等の推進

時期 他県との往来 観光による他県との往来

5月31日まで 　・不要不急の他県との往来自粛を継続
　・県内観光を再開（人との間隔は確保）

6月1日～18日 　・首都圏の一部（東京、神奈川、千葉、埼玉）、
　 北海道との不要不急の往来を自粛

6月19日～7月9日

往来自粛を解除

　・県境をまたぐ観光も含めて徐々に再開
　　（人との間隔は確保）

※「GoToキャンペーン」による支援
　　　　　　（7月下旬～）7月10日～31日

8月1日以降
（感染状況による）

往来自粛を解除
※「GoToキャンペーン」による支援






